
建設リサイクル法について 
 

 一定規模以上の工事の実施に当たっては、届出が義務付けられるとともに、説明、
告知、契約、完了報告等の事務手続きや特定建設資材に係る分別解体等、特定施設資
材廃棄物の再資源化等の義務が課せられます。 
 
１．対象建設工事 
 以下の表―１及び表―２に該当する場合に対象建設工事となります。 
 
 (表―１)対象建設工事の定義 

対象建設工事の定義 ①特定建設資材(※)を用いた建築物に係る解体工事であっ
て、規模の基準以上のもの 
②その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、
規模の基準以上のもの 

※コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コン
クリートをいいます。 

 
(表―２)対象建設工事の規模の基準 

対象建設工事の種類 規模の基準 
建築物の解体工事 床面積の合計 ８０㎡ 
建築物の新築・増築工事 床面積の合計 ５００㎡ 
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)※１ 請負代金の額※３ １億円 
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)※２ 請負代金の額※３ ５００万円 

※１建築物の修繕・模様替等工事：建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の
工事に該当しないもの。 

※２建築物以外の工作物の工事：建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等。 
※３請負代金の額には消費税を含みます。 
 
２．届け出窓口（工事に着手する日の 7 日前までに届出） 
  江東区役所 建築課 ５階２７番窓口 ３６４７−９７４３ 
  (東京都建築主事所管分については、東京都都市計画局市街地建築部建築指導課 

第 2 庁舎 3 階) 
 
３．様式のダウンロード 
  国土交通省ホームページ 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0303/page_03030
5format.htm 
東京都都市整備局ホームページ 
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy_guido04.htm 
 

４．解体工事業者の登録 
東京都都市整備局市街地建築部建設業課 ５３８８−３３５３ 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0303/page_03030
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy_guido04.htm


⑦事前調査結果報告書の写し

※解体・改修工事の場合で、大気汚
染防止法に基づく事前調査報告の対
象となる工事につきましては、石綿
事前調査結果報告システムより出力
した事前調査結果報告書（様式第３
の４）の写しの添付をお願いします。

⑦事前調査結果報告書の写し：Ａ４

※委任状は押印が必要です。


